
令和６年度第 2 回加美町総合教育会議議事録 

                                          

開催日時   令和６年 7 月 25 日（木曜日） 

午前 11 時 0０分～ 

                                          

開催場所  加美町役場宮崎支所３階大会議室 

                                          

出席者  加美町長 石山 敬貴 

    加美町教育委員会 委 員 大宮 信彦   同  委 員 野村 清正 

      同        委 員 猪股 直美   同  委 員 田中 舞 

     同        教育長 鎌田 稔 

 

 事務局 総務課長 佐々木 実      同 課長補佐 内出 泰照 

     教育総務課長 遠藤 伸一    同 専門監 髙橋 俊次  

     学校教育環境整備推進室長 渡辺 信行  同 主査 早坂 雅彦    

                                          

協議事項  （１）加美町立認定こども園設置条例の一部改正について    

                                          

午前１１時００分 開会・開議 

 

〇総務課長 

はい、皆さんこんにちは。本日は、お疲れ様でございます。本日は、地方教育行政の組

織及び組織運営に関する法律第 1 条の 4 項に基づいた、令和 6 年度第 2 回になります、

加美町総合教育会議の方をこれから開会していただきます。 

開会にあたりまして、主催者であります石山町長から、ご挨拶を申し上げます。よろし

くお願いします。 

〇石山町長 

はい、皆さんこんにちは。委員の皆様には、お忙しいところをご参集いただいてありが

とうございます。また、前段の会議に引き続きということになってしまいますけれども、

何卒よろしくお願いいたします。 

協議事項としましては、加美町立認定こども園設置条例の一部を改正についてという

ことでございますけれども、実質的な名称をいかがするかという議論かと思っておりま

す。名称問題というのは、これ、全くもって、委員の皆様のご案内の通り、過去にもいろ

いろと、難しい案件の一つでございますので、様々ご意見を賜りまして、しかるべき、お

そらく 9 月の定例会ということになるかと思いますけれども、上程して最終的な決を採

っていきたいというステップになっていくかと思いますので、何卒今日もよろしくお願



い申し上げます。以上でございます。 

〇総務課長 

ありがとうございました。それでは、協議事項の方に移ってまいりたいと思います。 

協議事項の進行につきましては、地方公共団体の長であります、石山町長の方にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

〇石山町長 

それでは、早速ですけど協議事項に入らせていただきます。加美町立認定こども園設置

条例の一部改正についてということでございます。それでは、事務局より説明させて、説

明させます。はい、室長。 

 

                                         

（１）加美町立認定こども園設置条例の一部改正について 

〇資料「加美町立認定こども園設置条例の一部改正について」 

〇学校教育環境整備推進室長 

私の方からは、加美町立認定こども園設置条例の一部改正について、ご説明させて

いただきます。着座にて説明させていただきます。 

〇石山町長 

室長、皆さん、これあれだよね。ここはさっき申し上げたことですね。我々も当然

これ知っているわけさ。ここでもう一回同じことを言う？あ、でも、議事録に残さな

きゃいけない？同じこと２回繰り返すんですよね。無駄でございませんか。 

で、あれは、例えば、先ほどのとおりでございますというのでも構わないし、どう

なの？あの、議事録をきちんと残さなきゃいけないという手前があるんであれば、同

じことを繰り返しますけれども。 

〇教育総務課長 

では、私よろしいですか。教育委員会のこの先ほどの会議につきましては、条例の

改正について、町長に意見を申し出るというような趣旨でございます。条例の制定・

改廃権については、首長の権限でございますので、教育委員会事務局の条例を制定・

改廃することにしたいんだということを、先ほどの会議では意見を申し出るという

ような案件でございまして、この総合教育会議でかける案件につきましては、また別

な意味を持っているということで。同じような案件ですけれども。 

〇石山町長 

中身は同じなんでしょうか。 

〇教育総務課長 

中身は同じです。 

〇石山町長 

ですから、何が言いたいかというと、室長が同じことを再度繰り返すのであるなら



ば、先ほどの前段の会議で、こういうふうな決がございました、というふうな結論を

申し出ていただくということではダメなんでしょうか？ 

〇教育総務課長 

結構でございます。 

〇石山町長 

それでは、室長そうしましょう。 

〇学校教育環境整備推進室長 

はい。ありがとうございます。それでは、私の方からご説明させていただきます。

加美町立認定こども園設置条例の一部改正について、先ほどの教育委員会の方で提

出させていただきましたが、こども園の名称について、今までおのだひがし園、おの

だにし園を統合しまして、おのだ園としたいということで、提出のほうさせていただ

いておりまして、ご承認をいただいております。 

引き続き、審議の方をよろしくお願いいたします。 

 

〇石山町長 

はい。全体の会議におきまして、慎重審議をしていただいて、おのだひがし園、おのだ

にし園、おのだ園の名称に変更するといったようなことを、委員会の方でご決議いただい

たといったようなことのご報告がありました。前段の会議、本当にありがとうございます。 

改めて、ここにおきまして、皆様から改めてご意見があれば賜りたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

（意見なし） 

 

〇石山町長 

それでは、おのだひがし園、おのだにし園を名称変更し、おのだ園とするといったよう

なことを承知させていただきます。協議事項は以上でございます。 

 

＜協議事項終了＞ 

 

〇石山町長 

それでは何かその他がございましたら、委員の皆さんよろしくお願いいたします。 

ないようでしたら、どうもありがとうございました。 

〇総務課長 

本日の第 2 回となります総合教育会議の方、これにて終了いたします。 

次回は１１月ごろ新年度予算とかそういったものが入ってくる予定になっていうよう

ですので、本日は皆さんは大変お忙しいところを集まっていただきましてありがとうご



ざいました。 


